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範
囲
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。
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困
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 　平成23年度　警察官採用試験案内

興受付期間　　８月３日（水）〜８月24日（水）　

　　　　　　　　　　　　　　（電子申請は８月19日まで）

興一次試験　　９月１８日（日）

興試験会場　　函館方面は函館・八雲で実施

　　　※採用人員及び受験資格等、詳しくはお近くの駐在所・

　　　　交番またはせたな警察署へご連絡ください。
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戸籍の窓口
（６月１日〜６月30日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の了解を得ています。

ご結婚おめでとう　　 　　

　伊瀬　　亮 さん　　 豊　岡

　越中かおり さん　 　本　町

　本多　俊哉さん　　丹　羽

　秋山　苗希さん　　丹　羽

おくやみ申し上げます 　　

○尾崎嘉代子 さん　（７4歳）北檜山

○白川　千代 さん　（89歳）北檜山

○鎌田ヨシノ さん　（92歳）豊　岡

○坂下　義信 さん　（82歳）愛　知

○新保　伸子 さん　（50歳）兜　野

○品田　千代 さん　（82歳）本町1区

○本村　郁子 さん　（85歳）久　遠

○蔦谷　　郁 さん　（76歳）久　遠

○若林　正吉 さん　（74歳）　 都

○吉見　　孝 さん　（89歳）本   陣

○土谷　文雄 さん　（81歳）久　遠

○齊藤竹三郎 さん　（89歳）　 都

○中島　　勲 さん　（82歳）宮　野

人口と世帯

6月末現在（前月比）

（−26）9,612人人 口

（−  5）4,543人男

（−21）5,069人女

（     0）4,569世帯世 帯

灼

　納期限は8月31日(水)です
　　忘れずに納めましょう

忘れないで納期限

国民健康保険税 第２国民健康保険税　第２期期

個人町・道民税 第２個人町・道民税　第２期期

灼

■問い合わせ先／函館年金事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/河野] 殺 0137-84-5111（内線１１３9）
・瀬棚総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/西田] 殺 0137-87-3311（内線3000）
・大成総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１1８）

　国民年金の老齢基礎年金額は、満額で788,900円ですが、これ

を受け取るためには、２０歳から６０歳までの４０年間の国民年金保

険料を完納しなければなりません。

　昭和６１年３月以前のサラリーマン世帯の専業主婦や平成３年

３月以前の学生については、国民年金へ加入するかどうかは、ご

本人の意思で決められていました。国民年金に加入していな

かった期間や、やむを得ない事情により国民年金保険料を納め

られなかった期間は、それに応じて年金額も少なくなります。

　このため、国民年金には、ご本人の申し出により"６０歳〜６５歳

未満"の５年間、保険料を納めることで６５歳から受け取れる老齢

基礎年金を増やすことができる【任意加入制度】があります。

　次の①〜③の全ての条件を満たす方が対象者となります。

　①国内に住所を有する６０歳以上６５歳未満の方

　②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方

　③２０歳から６０歳までの年金保険料の納付月数が４８０月未満の方

任意加入のメリットは？

　老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じて支給される

仕組みになっています。このため、国民年金への任意加入によ

り、納付月数が多くなればなるほど６５歳からの年金も多く受け

取れます。

　納められた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象

となり、節税につながります。

　

＊＊＊函館年金事務所による年金相談（完全予約制）＊＊＊

◇ 日時：8月3日（水）午前10時40分から午後3時40分

◇ 会場：せたな町役場

これから国民年金を受けようとしている
６０歳以上６５歳未満の方へ

あなたも国民年金を増やしませんか？

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

　児童扶養手当受給者の皆さんに、毎年提出いただいている現況

届等について、8月上旬に届書を送付しますので、該当する箇所を

記入し、必要な書類を添えて下記の各担当まで提出ください。

　期日までに手続きをされませんと、12月期以降の支払いが差止

めとなることがありますのでご注意ください。
■問い合わせ・提出先

　せたな町役場　町民児童課児童福祉係　撮0137-84-5111

　瀬棚総合支所　地域町民課福祉係　　　撮0137-87-3311

　大成総合支所　地域町民課戸籍年金係　撮01398-4-5511

　　興平成２３年度児童扶養手当
　　　　　　現況届の提出についてお知らせです興


